


第25回京都市小学校「大文字駅伝」大会

平成 23 年２月６日（日）午前10時45分スタート

主　　催　　京都市教育委員会，京都市小学校長会，京都市小学校体育研究会，京都市小学校スポーツ連盟

共　　催　　（財）京都青少年育成スポーツ財団，（株）京都新聞社

主　　管　　京都市小学校体育研究会，京都市小学校スポーツ連盟

後　　援　　京都府，京都市，京都府教育委員会，（財）京都府体育協会，（財）京都市体育協会，京都陸上競技協会，

京都市体育振興会連合会，（株）京都放送，（株）朝日新聞京都総局，ＮＨＫ京都放送局，

（社）共同通信社京都支局，（株）産経新聞社京都総局，（株）時事通信社京都総局，（株）中日新聞社京都支局，

（株）日本経済新聞社京都支社，（株）毎日新聞社京都支局，（株）読売新聞京都総局，京都府小学校体育連盟

協　　賛　　京都桃山ライオンズクラブ，京都伏見ライオンズクラブ

支　　援　　京都府警察本部，下鴨・上京・北・川端各警察署，京都市消防局，京都府医師会，京都市学校保健会，

京都市学校医会，京都市小学校教頭会，京都市小学校ＰＴＡ連絡協議会，京都市小学校表現運動研究会，

京都市小学校野外教育研究会，京都市小学校書写教育研究会，京都市養護教育研究会，

京都市小学校教育メディア研究会，京都市中学校体育連盟，京都市立高等学校スポーツクラブ連絡協議会，

京都市立高等学校陸上競技部員

出場チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※数字はナンバーカードの番号

１ 柊 野 小 学 校 ２ 鷹 峯 小 学 校 ３ 金 閣 小 学 校 ４ 大 将 軍 小 学 校 ５ 新 町 小 学 校

６ 西陣中央小学校 ７ 御 所 南 小 学 校 ８ 高 倉 小 学 校 ９ 朱雀第四小学校 10 光 徳 小 学 校

11 七条第三小学校 12 東 和 小 学 校 13 祥 豊 小 学 校 14 大 藪 小 学 校 15 明 徳 小 学 校

16 市 原 野 小 学 校 17 北 白 川 小 学 校 18 下 鴨 小 学 校 19 修 学 院 小 学 校 20 新 道 小 学 校

21 清 水 小 学 校 22 山 階 小 学 校 23 大 塚 小 学 校 24 勧 修 小 学 校 25 百 々 小 学 校

26 嵯 峨 小 学 校 27 嵯 峨 野 小 学 校 28 御 室 小 学 校 29 太 秦 小 学 校 30 西 院 小 学 校

31 梅 津 北 小 学 校 32 葛 野 小 学 校 33 樫 原 小 学 校 34 松 尾 小 学 校 35 桂 徳 小 学 校

36 桂 川 小 学 校 37 大 枝 小 学 校 38 桂 坂 小 学 校 39 深 草 小 学 校 40 竹 田 小 学 校

41 桃 山 小 学 校 42 醍 醐 小 学 校 43 春 日 野 小 学 校 44 下 鳥 羽 小 学 校 45 向 島 小 学 校

46 久我の杜小学校 47 羽 束 師 小 学 校 48 フ レ ン ズ 49 京都教育大学附属京都小中学校 50 京都朝鮮初級学校

※フレンズ…小規模校連合チーム（雲ヶ畑小・中川小・静原小・鞍馬小・花背小・六原小・宕陰小）

お ね が い

交通に伴うご協力のお願い

　・選手に順行する車両は，先頭選手の直前から最後の選手が通過するまでの間，コース上を通行できません。

　・選手に対面する車両は，選手の直前で右折及び横断できません。

　・駅伝のコースでは駐車できません。

　・交通規制に伴うう回については，現場警察官・自主整理員等の指示に従ってください。

沿道・保護者の皆さまへのお願い

　　大会運営や選手の走行に支障をきたしますので次の点について特にご協力をお願いします。

　・横断幕やノボリなどを使っての声援はしないでください。

　・愛犬などは，レース中はつなぐか，手から離さないようにしてください。

　・中央分離帯や歩道橋，橋の上からの応援や写真撮影は，危険ですからしないでください。

　・紙屑やジュースの缶，ペットボトル，たばこの吸殻，小旗などは必ず持ち帰り，周辺の皆さまの迷惑にな

らないようにしてください。

　・応援は競技の妨げにならないようにしてください。特に中継所付近での「立入禁止区域」には入らないで

ください。また，応援については，道路，河川敷とも狭いので，役員の指示に従ってください。

　・コースおよびコース付近での車（自転車・バイク等含む）を使っての応援は，禁止します。

　・スタート地点，各中継点，フィニッシュ（ゴール）地点の駐車場（自転車等を含む）はありませんので，公共

交通機関をご利用ください｡

　・大会関係車両が通行・停車しますので，開・閉会式会場及びコース周辺における応援のための車両（自転

車・バイク等を含む）の駐停車は固く禁止します。


